
 

 

柳井市猟友会の準会員制度 

 

  準会員制度は、県内唯一の制度であり、特区よりも現実的で、安全性が高いこと

から、中山間地域など各地域における取り組みと同等に推進して参りたい。 

 

◎正会員（年間経費約２５，０００円 保険料等も含む） 

・県の狩猟免許の取得 

・県の狩猟者登録（狩猟税の納入） 

・狩猟期間に猟が出来る 

◎準会員（年間経費約９，５００円 保険料等も含む） 

・県の狩猟免許の取得 

・狩猟期間に猟が出来ない（猪による被害は、主には水稲であるため問題ない） 

・狩猟期間以外に自分たちの農地を守るため、農地の周辺にわなを掛けられる 

有 害 鳥 獣 狩 猟 期 間 

イ ノ シ シ １１月 １日～３月３１日 

イノシシ以外の狩猟鳥獣 

（タヌキ・アナグマ・カラスなど） 
１１月１５日～２月１５日 

◎準会員制度のメリット 

・狩猟期間に猟をしないため、狩猟税等を払う必要がなく、年間経費が安くすむ。 

・免許を有するため、知識もあり保険にも加入するため事故が起きにくく、発生し

ても対応出来る。 

・正会員との連絡により、捕獲後の処理が出来る。 

・捕獲した場合における有害鳥獣捕獲補助金を受け取ることが出来る。 

・猟友会が申請手続きを行うため、事務手続きの簡素化が出来る。 

・猟友会よりわなの貸出制度もある（予約がある場合は２ヶ月を上限とする） 


